
(別紙)

2022年10月1日適用

○短期入所生活介護:併設型

※第1号被保険者で一定以上の所得を有する方は、サービス利用に係る自己負担額が2割又は

3割負担となる場合があります。

★送迎加算(片道)ご利用の初日および最終日に、送迎サービスをご利用になられた場合は、

それぞれ下記の料金が加算されます。

【1割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

【2割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

【3割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

○保険者(市区町村)への申請により介護保険負担額の認定を受けている方は、所得に応じて

下記のような利用者負担の軽減措置があります。但し、ご利用者が世帯非課税であっても、

配偶者が課税されている場合や、年金等収入額によって、単身で500万円超、夫婦で1,500万円超

の預貯金を保有している場合は対象外となり、基準費用額(第4段階)となります。

『短期入所生活介護サービス利用料金表』

3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※
1,788円 1,995円 2,211円 2,418円 2,622円

8,740円

2.うち、介護保険から

給付される金額
4,172円 4,655円 5,159円 5,642円 6,118円

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

要介護度1 要介護度4 要介護度5

5,960円 6,650円

送迎加算

1,840円

1,656円

184円

2.うち、介護保険から

給付される金額

要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4

5,960円 8,740円8,060円

要介護度5

5,960円 6,650円 7,370円 8,060円 8,740円

596円 665円 737円 806円 874円

3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※
1,192円 1,330円 1,474円 1,612円 1,748円

7,370円 8,060円 1,840円

1,288円

552円

淡　路　栄　光　園

送迎加算

1,840円

1,472円

368円

送迎加算

2.うち、介護保険から

給付される金額
4,768円 5,320円 5,896円 6,448円 6,992円

要介護度2 要介護度3

6,650円 7,370円

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※

要介護度1

5,364円 5,985円 6,633円 7,254円 7,866円
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居住費の所得段階別負担限度額(1日あたり)

食費の所得段階別負担限度額(1日あたり)

◎1日の食費の合計額について負担限度額をご負担いただきます。

＜短期入所生活介護サービスにおける加算料金(自己負担額)＞

当施設の体制やご利用者の心身の状況に応じて以下の加算料金(介護保険の給付対象となるサー

ビス：該当欄に○印あり)をいただきます。(料金は1日あたり)

①介護福祉士が60%以上配置されている

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅰ)

①介護福祉士が80%以上配置されている

②勤続年数10年以上の介護福祉士が占める 割合が

　35％以上。

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅱ)

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅲ)

12円 18円

18円 36円

66円

184円

/回

368円

/回

552円

/回
居宅と事業所間の送迎を行う場合(片道)

1,500円

(○)

個別機能

訓練加算

専ら機能訓練の職務に従事する職員を配置し、ご利用者

の居宅を訪問した上でご利用者の状況に応じた機能訓練

を適切に提供している場合

56円 112円 168円 (○)

算定要件 3割料金2割料金

600円 1,000円

負　担　限　度　額

第4段階

食　　費

加算名

利用者負担 第1段階 利用者負担 第2段階 利用者負担 第3段階

多床室 0円 370円 370円 855円

従来型個室 320円 420円 820円 1,171円

(○)

(○)

300円

54円 ○

6円

負　担　限　度　額 基準費用額

第4段階

該当1割料金

①介護福祉士50％以上配置されている。

②常勤職員75％以上配置されている。

③勤続7年以上30％以上配置されている。

22円 44円

療養食

加算

医師の指示のもと、療養食が必要な方に管理栄養士が管

理する食事が提供された場合

1日3食を限度とし、1食を1回として算定する

8円

/回

16円

/回

24円

/回

送迎加算

1,300円

利用者負担 第1段階 利用者負担 第2段階 利用者負担 第3段階 利用者負担 第3段階②

P.2 / 5



該当

　

(○)

(○)

（Ⅰ）

300円/月

（Ⅱ）

600円/月

300円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

加算名 算定要件 1割料金 2割料金

生活機能向

上連携加算

（Ⅰ)（Ⅱ）

①外部のリハビリテーション専門職等と連携し、

介護老人福祉施設等の職員と共同でアセスメントを行

い、個別機能訓練計画を作成している

②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員

その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画的

に機能訓練を実施している

(○)

3割料金

（Ⅰ）

100円/月

（Ⅱ）

200円/月

100円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

（Ⅰ）

200円/月

（Ⅱ）

400円/月

200円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

16円 24円

　

46円 69円

12円 24円 36円

常勤の看護師を1名以上配置している場合 4円 8円 12円

看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)を算定し、急変の予測や早

期発見のため、看護職員による定期巡視を行っている場

合当該加算の算定は、喀痰吸引、経管栄養等厚生労働大

臣が定める状態の利用者に限る

医療連携

強化加算

看護体制

加算(Ⅲ)イ

看護体制

加算(Ⅰ)

58円 116円 174円

看護体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、前年度又は算定

日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介

護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上である

23円
看護体制

加算(Ⅳ)イ

看護体制加算(Ⅱ)の算定要件を満たし、前年度又は算定

日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介

護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上である

看護体制

加算(Ⅱ)

次のいずれにも該当する場合

①看護職員を常勤換算方法で入居者数が25又はその端数

を増すごとに1名以上配置している

②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置している

③当該施設の看護職員、又は病院・診療所・訪問看護ス

テーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体

制を確保している

8円
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①利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれの

ある症状、若しくは行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上

②認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、

対象者の数が20人未満である場合にあっては、1以上、

当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1

に、当該対象者の数が、19を超えて10又はその端数を

増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして

専門的な認知症ケアを実施している

③当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留

意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

している

13円 26円

認知症

専門ケア

加算(Ⅱ)

270円

　

　

15円 30円

39円

(○)

45円 ○

加算名 算定要件 1割料金 2割料金 3割料金 該当

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人

以上上回っている場合

夜勤職員

配置加算

(Ⅰ)

①夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1

人以上上回っている場合(従来型)

②夜勤帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀

痰吸引等の実施が出来る介護職員を配置している＜見守

り機器を導入した場合の要件＞

③夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置

④見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を

設置

夜勤職員

配置加算

(Ⅲ)

緊急短期

入所受入

加算

計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った日から

起算して7日(家族の疾病等やむお得ない事情がある場合

は14日)を限度として受入れた場合

90円 180円

　

認知症

行動・

心理症状

緊急対応

加算

認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・

心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判

断した方を受け入れた場合(7日を限度に)

200円 400円 600円 (○)

3円

①加算(Ⅰ)の基準のいずれも適合する

②認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している

者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケア

の指導等を実施している

③当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケ

アに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を

実施または実施を予定している

4円 8円 12円

認知症

専門ケア

加算(Ⅰ)

6円 9円
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注1)サービス提供体制強化加算は、該当するいずれか1つを算定します。

注2)認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合、若年性認知症受入加算及び緊急短期入所受入

加算は算定されません。

注3)在宅中重度者受入加算を算定している場合、医療連携強化加算は算定されません。

注4)該当欄の(○)は、対象となった場合に算定する加算です。

注5)サービス利用料金に変更がある場合は1ヶ月前に文書にて通知します。

若年性

認知症受入

加算

360円

介護職員等

特定処遇改

善加算(Ⅰ)

介護福祉士の配置等要件、現行処遇改善加算要件、職場

環境等要件及び見える化要件の全てを満たす場合

所定の

単位数

×2.7％

○

算定要件 1割料金 2割料金 3割料金 該当

看護体制を算定していない場合 425円 850円 1,275円 (○)

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業

所に入所している場合、所定単位数から減算を行う

減算

30円
(○)

看護体制(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合 417円 834円 1,251円 (○)

看護体制(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ

若しくはロを算定している場合
413円 826円 1,239円 (○)

(○)
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当を定め

受け入れを行った場合

加算名

在宅

中重度者

受入加算

通常短期入所利用者が利用している訪問看護事業所職員

を当事業所が受入れて、その利用者の健康管理を行わせ

た場合

看護体制(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合 421円 842円 1,263円 (○)

所定の

単位数

×8.3％

介護職員

処遇改善

加算(Ⅰ)

介護職員の賃金の改善等を実施している場合 ○

120円 240円

長期利用

者減算

介護職員等

ベースアップ

等支援加算

①処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいづれかを取得している事。

②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は介護職員等の

処遇改善に資する事。

所定の

単位数

×1.6％

○
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